
事 業 名 称 空き家所有者意向調査を活用した空き家利活用推進事業 

事 業 主 体 和歌山市 

連 携 主 体 
・民間のまちづくり団体 
・和歌山県宅地建物取引業協会和歌山支部、全日本不動産協会和歌山県本部、 
空き家相談センターわかやま 

事業の特 徴 
・リノベーションに関して知識・経験を有する民間事業者との連携 

・空き家所有者情報の収集を市内の中心市街地に限定 

成 果 ・アンケート調査票・同意書・空き家個別カルテの作成 

成果の公表先 ・和歌山市のホームページで公表予定 

 

１．事業の背景と目的 

本市の空家対策課において実施した空き家実態調査を活用し、空き家所有者等に対して利活用

のアンケート調査を行い、その意向結果を民間事業者に情報提供し、空き家の流通・利活用を促

進して空き家を減少させることを目的とする。また、和歌山市では中心市街地の人口が減少傾向

にあるため、リノベーションによるまちづくり（中心市街地の遊休不動産の再生・活用）に取り

組んでおり、リノベーションによるまちづくりの促進を今回の事業の目的の一つとし、アンケー

ト調査の対象を主要駅周辺の中心市街地の空き家所有者に限定した。 

 

図１ 地図は和歌山市全域、黄色部分が今回事業対象としたエリア 

 

 

 【リノベーションによるまちづくりの概要】 

「リノベーションによるまちづくり」とは、今あるもの（遊休不動産・公共空間）を活かして、

新しい使い方をしてまちを変えることで、民間自立型のまちづくり会社等が、遊休不動産や公共

空間のリノベーションを通じて都市型産業の集積を図り、雇用の創出やコミュニティの活性化等

につなげていくことであり、和歌山市では、中心市街地の遊休不動産の再生とまちづくりの担い

手育成を図るための短期集中合宿「リノベーションスクール」の開催等を行っている。 

今回の事業対象とした中心市街地は、かつて百貨店がまちの象徴として発展し、飲食料品、衣

料品、家具、機械器具等を扱うお店が数多く集まり、全盛期には、映画館をはじめ様々なお店が
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集積していたが、大型店の郊外進出等による商業の衰退とともに、活力が失われていった。 

  このような現状にある中心市街地の遊休不動産を対象に、本市では商工振興課を中心にリノベ

ーションによるまちづくりの一環として、空き家を住居や店舗等にリノベーションし、雇用の創

出やコミュニティの活性化につなげる取り組みを行っている。 

 

写真１                    写真２ 

空き家を子供向け教室にリノベーション     空き室を住居にリノベーション 

  

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

  交付決定（８月２８日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進めた。 

 

表１ 事業スケジュール 

空家対策課、商工振興課、民間事業者との協議

アンケート調査業務の委託業者確定

アンケート調査票、同意書の内容確定及び調査準備

アンケート調査の実施、集計

まちづくり団体との協定締結

不動産団体等との協定締結

まちづくり団体への情報提供

不動産団体等への情報提供

民間事業者での
所有者情報の利活用

空き家のリノベーション・賃貸・売却等の利活用

3月

協定締結

8月 9月 10月 11月 12月

情報提供

 所有者情報の収集

事業項目 細項目 1月 2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図２ 構築予定の所有者情報の外部提供の流れ 

 

 

（２）主な取組の詳細 

１）所有者への外部提供の意向確認調査（空家対策課が実施） 

 ①調査対象の選定方法 

本市の空家対策課で平成２７年度から実施している空き家実態調査により把握している

空き家所在地及び所有者等の情報を活用。今回の事業実施にあたり、平成２９年度の課税情

報を利用して空き家所有者及び所有者の住所の把握を行った。 

 

②アンケート調査票及び同意書の作成 

アンケート調査を行うにあたり、アンケート調査票等の印刷・発送・結果集計等のアンケ

ート調査業務を業者に委託。また、アンケート調査票及び同意書の内容については、民間事

業者の意見を取り入れながら作成を行った。 

 

③意向確認調査における工夫等 

 アンケート調査票による質問事項を最小限とし、回答にかかる手間を減らすことにより、

回収数の増加を図った。情報提供に同意された方については空き家利活用の強い希望がある

と想定し、同意書に詳細な空き家の情報を記載してもらい、民間事業者が必要とする空き家

情報を取得した。また、まちづくり団体や不動産団体等幅広く情報提供を行うことにより、

空き家利活用の可能性を拡大し、同意の促進を図った。 

    所有者への送付書類については、書類を確認する手間や労力を考慮して最小限とした。そ

のため、空き家に関する啓発文書等は同封せず、アンケート調査票と同意書のみとし、アン

ケート調査票の回収と同意取得を最優先とした。 

 

④意向確認調査の実施スケジュール 

平成２９年１２月１８日 アンケート調査票及び同意書の発送（発送件数７８４件） 

  平成３０年１月５日   アンケート調査の回答締切日 

  平成３０年１月３１日  アンケート調査業務受託業者からアンケート調査結果報告 

 

 

 

 



 ⑤意向確認調査結果 

  発送した７８４件のうち、３２件が宛先不明で返送されたため、最終的な配布数は７５２

件となった。有効回答数は１７７件であり、回収率は約２３．５％であった。このうち、情

報提供に同意すると回答された方は３３件であった。 

同意のあった物件は住居が一番多かったが、住居以外にも店舗・事務所等もあり、同意さ

れた所有者全体の活用意向を複数回答で調査集計したところ、売却したいとの回答は約７

８％、賃貸したいとの回答は約３１％であり、売却を希望する所有者が多数であった。また、

同意のあった３３件のうち１０件は市外に居住している所有者からの同意であった。 

 

 ⑥アンケート調査の回答 

  アンケート調査において、空き家と思われる住宅等の利用状況について、「利用していな

い（空き家）」と回答した７２人の回答内容の集計を行った。空き家に関するアンケート調

査結果の主な設問について、住宅等の状態は、「一部破損等があるが、修繕すれば利用でき

る状態」とした回答が３７．５％と最も多く、次いで「修繕することなく利用することがで

きる」が２３．６％、「破損部分が多く、利用できる状態にするのは困難」が２０．８％と

なっている。 

 

     図３ 住宅等の状態について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今後の空き家等の利用については、「売却したい」が５６．９％で最も多く、次いで「売

却したくない」と「その他」が１６．７％となっている。「その他」としては、どのように

利用するか検討しているという意見が多くあった。 

 

図４ 今後の空き家等の利用について 

 
 

情報提供を希望しない理由については、「個人情報が民間事業者に伝わることが不安だか

ら」が３０．８％と最も多く、次いで「連絡をしてくれる民間事業者の人柄や対応等が事前

に分からないから」と「その他」が２５．６％となっている。「その他」としては、今後ど

のようにするか決めていないという所有者の意見が多くあった。 

 

図５ 情報提供を希望しない理由について 

 

 

２）民間事業者（まちづくり団体・不動産業者）への情報提供 

   ①情報提供の実績、予定 

幅広く情報提供を行うことを目的として、まちづくり団体及び不動産団体等と協定を締結

した。まちづくり団体については、リノベーションによるまちづくりの一環として、商工振



興課が平成３０年２月に協定の締結及び情報提供を行った。不動産団体等については、空家

対策課が平成３０年１月に協定を締結、平成３０年３月以降順次各団体に情報提供を実施し

ていく。 

平成２９年度の情報提供の実績として、まちづくり団体に３３件情報提供を行ったが、同

時に提供内容についての意見をまちづくり団体に確認した。良かった点としては、空き家の

情報が１枚に集約されているので確認しやすい、空き家の売却・賃貸希望額が事前に把握で

きるので交渉に臨みやすいといった意見があった。要望としては、空き家の写真がもう少し

多いほうが物件の情報が把握しやすい、可能であれば建物内部の写真もあれば参考となると

いった意見が見られた。 

 

   ②情報提供する事業者の選定基準 

協定締結及び情報提供先については、本市が都市再生推進法人として指定しているまちづ

くり団体を対象とし、現在まちづくり団体６法人と協定を締結し、情報提供を行った。 

不動産団体については、本市で設置している空家等対策協議会に参加している不動産団体

を対象とした。和歌山県宅地建物取引業協会和歌山支部及び全日本不動産協会和歌山県本部

については、空き家の流通・利活用による空き家の減少を目的として情報提供先に選定した。 

空き家相談センターわかやまは、一般社団法人ミチル空間プロジェクトが国土交通省「平

成２７年度空き家管理等基盤強化推進事業」の採択を受けて、和歌山県内全域を対象として

開設したワンストップの無料相談窓口であり、空き家の相談窓口として所有者への相談対応

を目的とし、情報提供先として選定した。 

 

   ③民間事業者への情報提供における取り決め等 

    民間事業者への情報提供に関する方針として、所有者の空き家の利活用の幅を拡げるため、

団体ごとに提供する空き家の物件情報の振り分けは行わず、同意を得た全ての空き家の情報

を提供する。不動産団体内部においても、情報提供を受けた空き家所有者情報については、

全加盟事業者に情報を提供する予定である。また、民間事業者と空き家所有者が契約に至っ

た事例については、民間事業者から連絡・報告を受けることとし、空き家所有者の情報を更

新していく。 

    民間事業者が所有者に対して接触を希望する場合には、直接連絡をとることとし、複数事

業者から連絡があった際にも行政は介入せず、直接民間事業者と所有者で話し合いをして調

整をしてもらう。ただし、情報提供に関するトラブル等が発生した際には、空家対策課にお

いて所有者からの相談対応を行っていく。 

    個人情報に関しては、同意書に記載している目的のみにおいて使用、目的以外での使用を

希望する場合には、再度所有者に当該使用にかかる同意を求めることとする。 

 

（３）成果 

１）アンケート調査票・同意書 

  空き家所有者に対し、アンケート調査票及び同意書を送付し、返送してもらうことで情報

提供に関する意向調査を行った。情報提供に同意しない場合はアンケート調査票のみ返送し

てもらい、アンケート調査結果として集計を行って空き家所有者全体の意向を把握した。情

報提供に同意する場合については、アンケート調査票とともに記名、押印をした同意書につ

いても返送してもらうこととした。 



図６ アンケート調査票

 

 

  



図７ 同意書 

 

 

２）民間事業者との協定書 

   まちづくり団体については、本事業を実施するにあたり必要と思われる業務（空き家所有者

への接触や相談対応、対応結果の報告等）に対応した協定書により協定を締結した。不動産団

体等（和歌山県宅地建物取引業協会和歌山支部、全日本不動産協会和歌山県本部及び空き家相

談センターわかやま）については、本事業における業務だけでなく、空き家等の発生の未然防

止、流通・利活用の促進、管理の適正化等の空き家等対策の強化を図ることを目的とした様々

な業務に今後対応・連携していけるよう、包括的な内容での協定の締結を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図８ まちづくり団体との協定書 

 

 

図９ 不動産団体等との協定書 

 



３）空き家個別カルテ 

   空家対策課で実施した空き家実態調査時に、空き家の調査結果を集約した空き家カルテを作

成したが、その形式を参考に今回空き家個別カルテを作成した。民間事業者への情報提供の際、

アンケート調査票、同意書の回答結果が一目で把握できることを意図して空き家個別カルテを

作成、空き家についての写真も掲載した。 

 

図１０ 空き家個別カルテ（サンプル） 

 

 

３．評価と課題 

１）意向確認調査方法についての課題 

 今回の事業では、アンケート調査票に情報提供の制度内容を記載し、所有者に対してアンケ

ート調査票と同意書の送付を行い、返送してもらうこととしたため、同意の取得までを文書の

やりとりのみで行った。返送された書類を確認し、同意の有無に疑義がある場合には所有者に

連絡し、改めて情報提供の希望の意思を確認した中には、情報提供の趣旨を完全には把握して

おらず、とりあえず氏名等を記載して返送しただけで情報提供に同意したつもりはなかったと

いうようなケースも見受けられた。そのため所有者が高齢の場合等のケースを想定すると、文

書のやりとりのみでの同意の確認は難しい場合もあると思われる。 

 

 



２）意向確認調査結果についての評価 

 意向確認調査を行った７５２件のうち、情報提供に同意があった件数は３３件であり、所有

者全体で同意率は４％程度であった。割合は高くないが一部の空き家所有者の同意は得られた

ため、市内の空き家所有者の傾向としては、空き家利活用に対して一定の興味・関心があると

思われる。 

 

３）民間事業者への情報提供における取り決めについての課題 

 情報提供の方法についての課題として、不動産団体の全加盟事業者への情報提供を予定して

いるため、加盟事業者から空き家所有者への接触を行うにあたり、空き家所有者の負担を軽減

するような方法・手段の検討が必要であると思われる。 

また、アンケート調査の結果、情報提供に同意しない理由について、「個人情報が民間事業

者に伝わることが不安だから」、「連絡をしてくれる民間事業者の人柄や対応等が事前に分から

ないから」という理由が多く、情報提供を行う民間事業者への不安感を示す結果となった。そ

のため、例えば所有者への連絡を行う民間事業者（特に不動産団体の加盟事業者）についてあ

らかじめ絞り込みを行い、情報提供の同意確認の際にピックアップされたいくつかの事業者の

リストを示すことにより、同意件数の増加を図るといったやり方も一つの方法として考えられ

る。 

 

４．今後の展開 

 今年度情報提供を行い、今後は情報提供による空き家の利活用の成果の確認や情報提供に関する

更なる課題等の発生が想定される。今回の事業対象は中心市街地のみに限定したが、今後は中心市

街地以外のエリアを対象とした情報提供の実施について検討を行っていくこととなる。また、今回

の事業は中心市街地のリノベーションによるまちづくりを目的としたため、民間のまちづくり団体

への情報提供を行ったが、中心市街地以外で情報提供を行う際には、空き家の流通を目的とした不

動産団体等への情報提供が事業の目的となってくる。 

 中心市街地以外での不動産団体等への情報提供の実施を検討するうえで、今回の情報提供による

空き家のリノベーション・売却・賃貸の相談対応状況・対応経過・具体的な実績の確認を来年度以

降行っていき、情報提供の効果・有効性を検証していく必要がある。 

 

■ 本事業の担当部署･担当者 

担当部署 住宅部 空家対策課 

担当者 林・小栗 

連絡先 
住所 〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁 23 番地 

電話 073-435-1091 

ホームページ 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110

/1010373/1001889.html 

 


